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Ⅰ 麻薬取扱免許の概要

麻薬の取扱いは、麻薬及び向精神薬取締法で厳格に定められています。

麻薬の取扱いをするには、都道府県知事から免許を受ける必要があります。

免許の有効期間は、免許の日から翌々年の１２月３１日まで（最長３年間）です。引

き続き業務を行う場合は、事前に申請手続きが必要です。

なお、提出先は業務する所在地の管轄する保健所(業務する所在地が秋田市の場合、

秋田中央保健所)です。

Ⅱ 免許申請

１．麻薬施用者

麻薬施用者とは、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付

し、又は麻薬を記載した処方箋（以下「麻薬処方箋」という。）を交付する者です。

対象者 医師、歯科医師又は獣医師

提出書類 １ 麻薬施用者免許申請書

２ 医師の診断書

３ 医師等の資格を有することを証する書類（写し添付又は原本確認）

４ 手数料　４，３００円（秋田県証紙、納付書に貼付のこと）

２．麻薬管理者

麻薬管理者とは、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管

理する者です。

対象者 医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師

提出書類 １ 麻薬管理者免許申請書

２ 医師の診断書

３ 医師等の資格を有することを証する書類（写し添付又は原本確認）

４ 手数料　４，３００円（秋田県証紙、納付書に貼付のこと）

備考 二人以上の麻薬施用者が従事する（従たる業務所として従事する場合も含む）

麻薬診療施設である場合、麻薬管理者を置く必要があります
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３．麻薬小売業者

麻薬小売業者とは、麻薬施用者が発行した麻薬処方箋に基づき調剤した麻薬を譲り渡す

ことを業とする者です。

対象者 医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者（申請中の

者を含む）

提出書類 １ 麻薬小売業者免許申請書

２ 法人の場合、業務を行う役員を示した組織図（業務分掌表等）

３ 医師の診断書（法人の場合、麻薬関係業務を行う役員全員の診断書）

４ 薬局開設許可証（写し）

５ 手数料　４，３００円（秋田県証紙、納付書に貼付のこと）

※薬局開設許可申請と同時に麻薬小売業者免許申請を行う場合、事前にご相

談ください

４．麻薬研究者

麻薬研究者とは、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、

あへん若しくはけしがらを使用する者です。

対象者 学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しく

はけしがらを使用することを必要とする者

提出書類 １ 申請書

２ 医師の診断書

３ 研究に関する履歴書

４ 研究計画書（研究の目的、研究の内容、研究に用いる麻薬の種類、月平

均使用量等を簡潔にまとめたもの）

５ 麻薬研究施設の設置者の研究同意書

６ 麻薬貯蔵設備の位置を示す見取図及び当該施設の構造・設備を示す資料

７ 手数料　４，３００円（秋田県証紙、納付書に貼付のこと）
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５．麻薬卸売業者

麻薬卸売業者とは、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者に

麻薬を譲り渡すことを業とする者です。

対象者 医薬品医療機器等法の規定により薬局開設許可を受けている又は医薬品販売

業許可を受けている者であって、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用

しているもの

提出書類 １ 麻薬卸売業者免許申請書

２ 法人の場合、登記事項証明書

３ 法人の場合、業務を行う役員を示した組織図（業務分掌表等）

４ 医師の診断書（法人の場合、麻薬関係業務を行う役員全員の診断書）

５ 麻薬貯蔵設備の位置を示す見取図及び当該施設の構造・設備を示すもの

６ 医薬品販売業許可証（写し）

７ 手数料　１５，４００円（秋田県証紙、納付書に貼付のこと）

Ⅲ 記載事項変更届

麻薬取扱者免許証の記載事項に変更が生じたときに届け出てください。

変更内容 施用者 ・施用者本人の住所、氏名変更

・主として又は従として診療に従事している麻薬診療施設の名称及

び所在地の変更（県内の麻薬診療施設への転勤も含む）

・従として診療に従事する麻薬診療施設の追加あるいは削除

管理者 ・管理者本人の住所、氏名変更

・麻薬診療施設の名称変更

※管理者が転勤等する場合、新たに免許申請する必要があります。

研究者 ・研究者本人の住所、氏名変更

※麻薬研究施設の移転により所在地が変更となった場合、新たに免

許申請する必要があります。

卸売業 ・免許証の記載事項変更

※麻薬業務所の移転や法人が解散した場合、新たに免許を取得する

小売業 必要があります。

提出期限 変更事由が生じてから１５日以内

提出書類 １ 麻薬取扱者免許証

２ 記載事項変更届
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変更内容 卸売業 ・小売業　　麻薬に関する業務を行う役員の変更

提出期限　１５日以内

提出書類 １ 麻薬業務を行う役員変更届

２ 登記事項証明書

３ 業務を行う役員を示した組織図（業務分掌表等）

４ 新たな役員の医師診断書

Ⅳ 再交付

麻薬取扱者が免許証をき損し、又は亡失したときに届け出てください。

提出期限 １５日以内

提出書類 １ 免許証再交付申請書

２ 麻薬取扱者免許証（き損した場合）

３ 申請手数料　２，９００円（秋田県証紙、納付書に貼付のこと）

備考 免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、１５日以内

に「麻薬取扱者免許証返納届」により、免許証を添えて返納しなければなり

ません

Ⅴ 業務廃止

１．業務（研究）廃止届

麻薬取扱者免許の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止若しくは研究を廃止したとき

（県外へ転勤、退職、診療所の閉鎖等）、又は死亡したとき、若しくは法人が解散したと

き等、届け出てください。

提出期限 事由が発生した日から１５日以内

提出書類 １ 麻薬取扱業業務（研究）廃止届

２ 麻薬取扱者免許証

２．残余麻薬届出書

業務（研究）廃止届出を行った結果、麻薬業務所でなくなった場合、麻薬営業者、麻薬

診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者であった者は、併せて届け出てください。
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提出期限 １５日以内

提出書類 残余麻薬届出書

３．残余麻薬譲渡届出書（免許失効に伴う麻薬の譲渡）

業務を廃止したり、法人が解散した際に所有していた麻薬は、業務廃止後５０日以内に

限って県内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すこ

とができます。この場合は、譲り渡した麻薬の品名、数量、譲渡年月日及び譲受人の氏名

並びに住所を、届け出てください。

提出期限 譲り渡した日から１５日以内

提出書類 残余麻薬譲渡届出書

また、譲り渡さない場合は、５０日以内に「麻薬廃棄届」を提出し、保健所職員の立会

のもとに廃棄しなければなりません。

Ⅵ 返納

麻薬取扱者免許の有効期間が満了したとき、免許を取り消されたとき、免許証の再交付

を受けた後、亡失した免許証を発見したときに届け出てください。

提出期限 事由が発生した日から１５日以内

提出書類 １ 返納届

２ 麻薬取扱免許証

Ⅶ 廃棄

１．麻薬廃棄届

古くなったり、変質等により使用しなくなった麻薬、調剤過誤により使えなくなった麻

薬を廃棄しようとするとき、事前に届け出てください。

提出書類 麻薬廃棄届

備考 保健所職員立ち会いの下に廃棄する必要があります
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２．調剤済麻薬廃棄届

麻薬処方箋により調剤された麻薬（麻薬施用者自らが調剤した場合を含む。）を廃棄す

る場合に届け出てください。

提出期限 廃棄後３０日以内

提出書類 調剤済麻薬廃棄届

備考 麻薬を管理する者がその他の職員の立会の下に廃棄してください

Ⅷ 麻薬事故届

所有・管理している麻薬が、滅失、盗取、破損、流失、所在不明その他の事故が生じた

ときは、すみやかに事故の状況を届け出てください。

提出書類 麻薬事故届

備考 麻薬が盗取されたことがあきらかな場合、速やかに警察へ届け出てください

Ⅸ 麻薬年間受払届

管理下にある業務所において、前年の１０月１日からその年の９月３０日までの間に所

有し、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名、数量等について、その年の９月３０日現在

で麻薬年間届を作成し届け出てください。

対象者 麻薬管理者(麻薬管理者のおく必要のない麻薬診療施設にあっては麻薬施用

者)、麻薬小売業者、麻薬研究者

提出書類 麻薬年間受払届

提出期限 毎年１１月３０日

備考 前年に提出した「麻薬年間受払届出書」の「９月３０日に所有した麻薬の

品名及び数量」と当年に提出する「麻薬年間受払届出書」の「１０月１日に

所有した麻薬の品名及び数量」は同数になるように記載してください


